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事 務 連 絡 

平成２８年２月１９日 

 

関係施設・事業所管理者 様 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 

 

平成２８年度サービス提供体制強化加算の算定について 

 

平成２８年度のサービス提供体制強化加算の算定については、常勤換算方法により算出した平成

２７年度（平成２７年４月～平成２８年２月の１１ヶ月）の平均値を用いることとなります。 

  つきましては、前年度の実績が６月以上ある事業所で、平成２８年度も引き続き当加算を算定す

る事業所は、前年度（平成２７年度）実績を確認し、平成２８年度は当加算が算定できない場合及

び区分が変更となる場合は、届出書を提出して下さい。（引き続き当加算（区分変更なし）を算定

する場合は、届出書を提出する必要はありません。） 

 なお、前年度の実績が６月に満たない事業所（新規、再開事業所等を含む）については、平成 

２８年度も引き続き届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均値を用

いることとし、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員割合について、毎月継続的に所

定の割合を継続する必要があります。 

記 

１．提出書類 

（１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

（２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

（３）サービス提供体制強化加算に関する届出書及び必要な添付書類 

（４）サービス提供体制強化加算計算表 

 

２．提出期限  平成２８年３月１５日（火） 

        （通所介護事業所については、別途連絡する日を期限とします。） 

        ※ 平成２８年４月１日付けでサービス提供体制強化加算以外の変更がある場

合は、サービス提供体制強化加算の変更と合わせて１回で提出してください。 

３．提 出 先  ○所在地が高松市である事業所 

  高松市 健康福祉局 介護保険課 相談指導係 

                        電話(087)839-2326 

        ○所在地が高松市以外である事業所 

     香川県 健康福祉部 長寿社会対策課 在宅ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ（訪問・通所） 

                           電話(087)832-3269 

施設ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ（施設・短期入所） 

電話(087)832-3266 

４．そ の 他 

前年度の実績計算については、次の参考様式を掲載しますので、ご利用ください。 

（１）サービス提供体制強化加算計算表①及び④ （介護福祉士等の割合） 

（２）サービス提供体制強化加算計算表②    （勤続年数３年以上の職員の割合） 

（３）サービス提供体制強化加算計算表③    （常勤職員の割合） 
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（参考）サービス提供体制強化加算の人材要件

サービス 要　件 計算表

 ○　研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに

 　 該当すること

　Ⅰイ 介護福祉士が40％以上配置されていること

　　 又は、介護福祉士、実務者研修修了者及び

　　介護職員基礎研修課程修了者の合計が

　　 60％以上配置されていること

　Ⅰロ 介護福祉士が30％以上配置されていること

　　 又は、介護福祉士、実務者研修修了者及び

　　介護職員基礎研修課程修了者の合計が

　 　50％以上配置されていること

 ○　研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続

　  年数のあるものが30％以上配置されていること

 ○　３年以上の勤続年数のあるものが配置されて

　 いること

 ○　次のいずれかに該当すること

　Ⅰイ 介護福祉士が50％以上配置されていること 計算表④

　Ⅰロ 介護福祉士が40％以上配置されていること 計算表①

　Ⅱ 3年以上の勤続年数のあるものが30％以上

　　 配置されていること

 ○　3年以上の勤続年数のあるものが30％以上配

　  置されていること

介護老人福祉施設  ○　次のいずれかに該当すること

介護老人保健施設 　Ⅰイ 介護福祉士が60％以上配置されていること 計算表④

介護療養型医療施設 　Ⅰロ 介護福祉士が50％以上配置されていること 計算表①

短期入所生活介護 　Ⅱ 常勤職員が75％以上配置されていること 計算表③

短期入所療養介護 　Ⅲ 3年以上の勤続年数のあるものが30％以上 計算表②

特定施設入居者生活介護 　　 配置されていること

計算表④

通所介護
通所リハビリテーション

計算表②

訪問リハビリテーション

療養通所介護

（注２）　「加算有り」から「加算無し」に変更する場合は、サービス提供体制強化加算に関する

　　　届出書（様式35号～41号）を除き添付書類は省略して差し支えありません。

計算表①

訪問看護

不　要

計算表②

計算表②

　　　強化加算に関する届出書（様式35号～41号）及び計算書①～④を添付してください。

（注１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出にあたっては、サービス提供体制

訪問入浴介護
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［参考］ 

 

（老企第３６号 平成１２年３月１日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の判定に伴う実施上の留意事項について 

 

○訪問入浴介護  

第２の３（７）サービス提供体制強化加算の取扱い  

①～③（-略-）  

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均

を用いることとする。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を

用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。  

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。  

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の 5 の届出を提出

しなければならない。  

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 

  

○訪問看護  

第２の４（２４）  

① ３（７）①から⑥までを参照のこと。  

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

 

○通所介護  

第２の７（１９）  

① ３（７）④から⑥まで並びに４（２４）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する

職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す

ものとする。  
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○通所リハビリテーション  

第２の８（２４） 

①３（７）④から⑥まで並びに４（２４）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含む

ものとする。  

 

 

（老企第４０号 平成１２年３月８日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入

居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の判

定に伴う実施上の留意事項について 

 

○短期入所生活介護  

第２の２（１７）  

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護

に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。  

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知

第１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職

員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合において

は、本加算の計算も一体的に行うこととする。  
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○短期入所療養介護  

第２の３（１３） 

①２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。  

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護老人福祉施設  

第２の５（２９）  

①２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看

護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

○介護老人保健施設  

第２の６（３２） 

① ２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護療養型医療施設  

第２の７（２６） 

① ２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学

療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 

  

※ 介護予防サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、「指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年

３月１７日老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号）をご確認く

ださい。  
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単
位

↓ ↓ ↓

事業所数が２０未満
（小規模事業者）

事業所数が２０以上１００未満
（中規模事業者）

事業所数が１００以上
（大規模事業者）

↓ ↓ ↓

「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任

「法令遵守規程」の整備 「法令遵守規程」の整備

「業務執行の状況の監査」

↓ ↓ ↓

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

「法令遵守規程」の概要 「法令遵守規程」の概要

「業務執行の状況の監査」の方
法の概要

↓ ↓ ↓

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社など法人（＝事業者）単位で届出。

届
出
様
式
及
び
添
付
書
類

指定を受けているサービス種別ごとに１事業所とカウント。

「居宅サービス」・「介護予防サービス」・「居宅介護支援」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」・「地域密着型
介護予防サービス」

注３）　指定を受けている数により届出の内容が変わります。

注２）　同一の事業所番号が付与されていますが、介護予防もカウントします。
　　　　例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合は、２と数えます。

注１）　病院等が行う居宅サービス「居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
　　　　ン（各予防含む）」であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとされる「み
　　　　なし事業所」は除きます。

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

※法人における法令遵守責任者の役割を確認できる書類を忘れずに添付してください。（原本証明が必要）
　 理事長、代表取締役等の場合   　　　→  　「法人登記簿謄本」または「理事会議事録」等のコピー
　 施設長、事務長、管理者等の場合　　→  　「雇用契約書」または「辞令書」等のコピー

事
業
所
数
カ
ウ
ン
ト
方
法

↓

 　平成２０年の介護保険法改正により、平成21年５月１日から全ての介護サービス事業を行う法人に対して、法令遵守責任者の
選任などの業務管理体制の整備をすること及び届出が義務付けされました。
　事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務
管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

○ 業務管理体制の整備に関して、新規に届け出る場合
　(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）
 ※新規に法人を立ち上げ、介護サービス事業の指定を受けた時から、遅滞なく提出してください。

業
務
管
理
体
制
整
備
の
内
容

「法令遵守責任者」
　法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法（以下「法」とい
う。）及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定していること。なお、法令部門
を設置していない事業者の場合には、事業者（法人）内部の法令遵守を確保、徹底することができるものを選任す
ること。

「法令遵守規程」（業務が法令に適合することを確保するための規程）
　法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込
む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当た
り、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事
業者の実態に即したもので構いません。
　届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、規程の全体像が分か
る既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
 　※厚生労働省から参考例は示されていません。
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→ 厚生労働大臣

→ 市町長

→
香川県　長寿社会対策課
施設サービスグループ

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地

・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。） 法令遵守規程の概要（規程全文でも可）

業務執行の状況の監査の方法の概要

第１１号様式を提出

(Word:32KB)

添付書類

定款、寄付行為及び登記事項証明書 等

土地及び建物の登記事項証明書 等

様
式

届出様式は、下記のホームページからダウンロードしてください。
「かがわ介護保険情報ネット」―「事業者支援情報」―「○指定・届出」―「様式集」―「業務管理体制の届出」
http://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/kanritaisei.html

②  届出事項に変更があった場合
　　（介護保険法第115条の32第3項）

→

※変更届が必要となる事項

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地
・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）
・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

注１）以下の場合は、変更届は不要です。

法令遵守責任者の役割が確認できる書
類
（新規届出時の添付書類と同じ）

・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日

届
出
先

・　事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が
   変更されない場合（事業所区分に変更がない場合)
・　法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない
 　軽微な変更の場合

担
当

香川県健康福祉部長寿社会対策課　施設サービスグループ
〒７６０－８５７０
香川県高松市番町四丁目１番１０号
ＴＥＬ：０８７－８３２－３２６６
FAX：０８７－８０６－０２０６

注２）変更届には、変更内容が分かる書類を添付してください。

変更内容

変
更
届
に
つ
い
て

○ 以下の場合は、変更届を提出してください。

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）

第１０号様式を提出
※様式中「届出の内容」欄は２を選択

(Word:49KB)

注）　区分の変更に関する届出は、
　　　変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出ること。

例：　Ａ県のみで事業展開していた事業者が、
　　　新たにＢ県においても事業を開始した場合の届出先
　　　Ａ県知事⇒地方厚生局長に変更

①　事業所等の指定等により、事業展開地域が変わり届出先区分の
　　変更が生じた場合
　　（介護保険法第115条の32第４項）

→

③　①及び②以外

②　地域密着型サービス（介護予防含む）のみを行う事業者で、
　　 指定事業所が同一市町村内に所在

①　事業所等が２以上の都道府県の区域、かつ、３以上の地方
　　 厚生局の区域に所在
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

平成２７年度 介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査（一般検査） 結果 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

①事業者（法人）概要、

代表者及び法令遵守責

任者 

・事業者（法人）としてではなく、

事業所又は施設として回答してい

る事例が見受けられた。 

 

・事業者の所在地、代表者又は法令

遵守責任者が変更されているにも

拘らず、変更届の提出されていな

い事業者が多く見受けられた。 

 

・法令遵守責任者が誰であるかを答

えられない事業者が見受けられ

た。 

 

・業務管理体制は、すべての介護サ

ービス事業者（法人）に、介護保

険法及び同法に基づく命令を遵守

し、要介護者等のために忠実にそ

の職務を遂行するために、体制の

整備が義務付けられていることか

ら、検査の回答は事業者として回

答することとなる。 

 

・事業所又は施設に係る変更とは

別に、業務管理体制の届出事項

に変更があった場合は、遅滞な

く届け出なければならない。 

 

②法令遵守についての方

針の策定について（※） 

・法令遵守方針を明確に文書等で規

定していない事業者が多く見受け

られた。 

 

 

・一部の事業者において、法令遵守

マニュアル以外の規程、規則等に

法令遵守についての方針を定めて

いるとの回答があったが、当該規

程等を確認したところ、法令遵守

責任者の役割が定められていない

等内容が不十分な事例や、法令遵

守に関する内容が含まれていない

事例が見受けられた。 

 

・法人の法令遵守に対する基本理念、

法令遵守責任者の役割、法人の法

令遵守体制について規定されたマ

ニュアル等が整備されていること

が望ましい。 

 

・業務管理体制は法人単位の届出で

あるため、法人単位の法令遵守マ

ニュアルを整備することが望まし

い。 

 

・定期的に、現在のマニュアル等の

見直しを行うことが望ましい。 

・法令遵守マニュアルを整備し、事務所内に掲示してい

る。 

 

・朝礼やミーティング、研修等の際に、職員に周知して

いる。 
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

③法令遵守責任者の役割

について 

・法令遵守責任者の役割及び業務内

容について答えられない事業者が

見受けられた。 

 また法令遵守責任者の役職名（代

表取締役等）を回答している事例

が見受けられた。 

 

・法令遵守責任者の役割を明確に文

書等で規定していない事業者が多

く見受けられた。 

・法令遵守責任者の役割を定め、全

職員に周知することで法令遵守に

関する責任の所在が明確になる。 

 

・法令遵守責任者は、事業者が運営

する各事業所の法令遵守に関する

取組状況を、定期的に確認するこ

とが望ましい。 

 

・法令遵守責任者を中心として法令

改正や県からの通知等の周知体制

を構築することが望ましい。 

 

・法令遵守マニュアルに法令遵守責任者の役割や業務内

容について規定している。 

 

・法令遵守責任者が、職員からの法令遵守に関する質問

に回答し、それを記録している。 

 

④法令遵守体制の構築に

ついて 

・高齢者虐待防止、身体拘束抑制、

事故の発生防止及び適正な介護報

酬の請求等について、多くの事業

所が職員への研修や注意事項につ

いての周知を行っていた。 

・法令等違反の疑いがあった場合の

内部通報の仕組みを確立すること

が法令等違反行為の未然防止につ

ながる。 

 

 

・介護報酬の請求内容について、請求事務担当者の後に

法令遵守責任者が再確認するなど、ダブルチェック体

制を徹底している。 

 

・内部通報に関する規程を整備し、規程中で通報窓口や

通報者等の不利益取扱いの禁止等について定めてい

る。 

 

・内部で、インシデント・アクシデントの原因分析を行

い、再発防止策を講じている。 

 

・法令遵守に関する研修を行っている。 
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

⑤法令遵守に係る評価・

改善活動について 

・多くの事業者が、職員会議等でサ

ービス提供中に発生した問題につ

いて改善活動を行っていた一方

で、一部の事業者において、評価・

改善活動が行われていなかった。 

 

・事業者内部で研修を実施している

が、法令遵守に関することは行っ

ていない事業者が見受けられた。 

・問題発生前又は問題発生時に、原

因分析・再発防止等の評価・改善

活動を行うことが望ましい。 

 

・評価・改善活動を実施した会議等

の記録を整備し、職員間で回覧す

ることで情報の共有を図ることが

できる。 

 

・法令遵守に関するセルフチェック

シート等の使用により、職員の意

識を高めることができる。 

 

・法令遵守についても研修に加える

ことで、事業所等における法令遵

守の意識を高めることができる。 

・セルフチェックを行っている。 

 

・定例会等で、各事業部より状況報告を行い、適宜評価

改善活動をしている。 

 

・内部監査を通じて、法令遵守の状況を分析し、改善を

行っている。 

 

・コンプライアンス上の問題が発生した場合、内容検証、

改善策検討のうえ、周知を行い、再発防止の徹底を行

っている。 
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介護サービス情報の公表システム等について 
 

１．介護サービス情報の公表システムについて 

 

「介護サービス情報の公表」制度とは 

  利用者自身が介護サービス事業所を比較検討しながら適切に選択できるよう、情報提供の

しくみとして導入された制度です。介護保険法により、原則として全ての介護サービス事業

所・施設には、サービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義

務付けられています。 

 

○事業所にとってのメリット 

  ① 公表を前提として、毎年継続的に自らのサービス提供の状況を利用者の視点でチェ

ックすることができます。 

   ② 公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されますから、「利用者の視

点」が、より強く意識されることになります。 

   ③ 公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や

家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。 

   ④ 自分たちの取り組み状況を他の事業者の取り組み状況と比較することができ、サー

ビスの改善につなげられます。 

   ⑤ 運営主体が都道府県であり、公正・公平な条件のもとでの事業所の PR が可能です。 

 

○ケアマネジャーにとってのメリット 

  ① 事業所の比較検討を行うのに必要な客観性の高い情報を収集することができます。 

   ② 利用者と同じ情報を共有できるので、より利用者のニーズに沿ったケアプランの作

成を支援することができます。 

   ③ ケアマネジャーはケアプランを作成するだけでなく、事業所のサービスの質に関し

てもしっかりと管理していく責任があります。事業所の情報を利用者と共有すること

で、サービスの質について管理することができます。 

   ④ ケアマネジメントの過程で利用者と事業者の間で何か問題が発生した場合、利用者

と共有できる客観的な情報をもとに説明することができます。 

 

  また、平成２６年３月には、当該制度の利用促進を図るため、地域包括支援センター等を 

通じて、新規の要支援・要介護者を中心にリーフレットを配付しました。 

 

  平成２８年４月上旬に、平成２７年度のデータの確定作業を行いますので、データ変更の

必要がある事業所は、平成２８年３月２５日（金）までに事業所情報を入力し、「提出する」

をクリックしてください。 

平成２８年度の本システムへの情報の入力については別途通知しますので、各事業者にお

いては同報メール等を確認していただき、通知が届き次第必ず入力するようにしてください。 

  なお、介護サービス情報の公表制度については介護保険法第１１５条の３５第１項により、

介護サービス事業者は「介護サービス情報」を知事に報告することが義務付けされており、

これに従わない場合は、指定の取消しを含めた行政処分の対象となりうることを申し添えま

す。 
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２．介護保険電子メール同報配信システムについて 

 

  介護保険等に関する香川県からの情報は、原則、介護保険電子メール同報配信システム（以

下「同報メール」という。）で行い、個別に郵送することはありませんので、必ず事業所ごと

にメールアドレスの登録をお願いします。 

  なお、メールの中には特定のサービスに限って配信することもありますので、同一法人で

複数のサービス事業所がある場合であっても、必ずサービスごとに登録をお願いいたします。 

 

３．変更届 

 

（1）変更届の提出が必要な事項 

次の項目について変更があるときは、原則 10 日以内に変更届出書を提出してください。 

 

① 事業所(施設)の名称 

② 事業所(施設)の所在地 

③ 主たる事務所の所在地 

④ 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名 

⑤ 定款・寄附行為等及びその登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。) 

⑥ 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 

⑦ 備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業に限る。) 

⑧ 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(介護老人保健施設を除く。) 

⑨ サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

⑩ 運営規程 

⑪ 協力医療機関又は協力歯科医療機関 

⑫ 事業所の種別 

⑬ 提供する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の種類 

⑭ 事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型･空床利用型･併設型の別) 

⑮ 入院患者又は入所者の定員 

⑯ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 

⑰ 福祉用具の保管・消毒方法（委託している場合にあっては、委託先の状況） 

⑱ 併設施設の状況等 

⑲ 役員の氏名、生年月日及び住所 

⑳ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

 

（2）提出書類 

 

   ① 変更届出書（第 3 号様式） 

   ② その他必要な添付書類 

※（変更届（第 3 号様式）添付書類一覧）を参照してください。 

 

   各種様式等掲載場所「かがわ介護保険情報ネット」 

   https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/index.html 

 

12

https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/index.html


 ２７長寿第３６２８６号 

平成２７年７月９日 

 

  

介護サービス事業所 管理者  様 

 

 

                    香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

平成２７年度「介護サービス情報の公表」制度の基本情報 

及び運営情報の報告について（通知） 

 

 

 日頃から本県の高齢者福祉行政に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

平成１８年４月１日から導入された「介護サービス情報の公表」制度については、

平成２３年度の法改正において、事業者の負担軽減と利用者にとって分かりやすくす

るという観点から所要の見直しが行われ、平成２４年１０月から新たなシステムが運

用されているところです。 

つきましては、別添のとおり平成２７年度「介護サービス情報の公表」制度にかか

る報告・調査・情報公表計画を策定し、本年度の制度を運用することとしましたので、

下記により平成２７年８月３１日（月）までに入力をお願いします。 

なお、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３５の規定に基づき、

介護サービス事業者においては、「介護サービス情報」を香川県知事に報告すること

が義務付けられており、これに従わない場合は、指定の取消しを含めた行政処分の対

象となることを申し添えます。 

また、平成２６年３月には、当該制度の利用促進を図るため、地域包括支援センタ

ー等を通じて、新規の要支援・要介護者を中心にリーフレットを配付したところであ

り、当該制度が有効に活用されるよう全ての対象事業所が入力するとともに、適宜、

入力情報の更新をお願いします。 

 

記 

 

１ 情報の報告 

（１）事業所においては、ＷＥＢ上の「介護サービス情報報告システム」により報告

するものであるが、報告システムには、別紙のページからログインすることがで

きる。 

 

（２）報告システムを利用する際には、ＩＤ及びパスワードが必要となる。これらに

ついては、既に事業所あてに配付済みである。 

  ① ＩＤは事業所番号とする。 

  ② パスワードについては、初期パスワードとして配付しており、事業所におい
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て、直ちにパスワードを変更すること。 

  ③ ＩＤ及びパスワードについては、事業所において厳重に管理すること。 

 

（３）入力方法については、上記１（１）で示しているページにある「・介護サービ

ス情報報告システム 事業所向け操作マニュアル」等を確認の上、入力すること。 

   なお、平成２７年度中にパスワードを配付した事業所については、基本情報の

み入力するよう設定している。 

 

（４）提出する手順は以下の通りである。 

① 調査票メニューの「記入メニュー」ボタンをクリックする。 

② 「提出までの流れ」にある、「提出する」ボタンをクリックする。なお、入

力必須の調査表が未記入の場合、「提出する」ボタンがクリックできない。 

③ 提出確認画面が表示され、「提出する」ボタンをクリックし、提出完了。 

④ 「登録状況確認」の状況欄等が「提出済」となっていることを確認すること。 

 

（５）報告内容に不備がある場合は、報告内容を差戻ししている場合がある。この場

合、「介護サービス情報報告システム」の調査票メニューの「記入メニュー」ボ

タンをクリックし、「登録状況確認」の状況欄が「差戻し」と表示されている。 

差戻し内容を訂正し再提出すること。 

 

２ 公表事務 

  県において、報告を受けた内容を受理後、「香川県介護サービス情報公表システ

ム」において公表する。 

  記入漏れ等がない場合は、報告内容がそのまま公表されることから、事業所にお

いて正確に入力すること。 

  なお、記載内容に変更があった際は、適宜変更すること。（ただし、運営情報に 

ついては、事業所において公表後の修正が行えない仕様となっているため、修正が 

必要な場合は、下記の問い合せ先まで連絡すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

担当 原岡・包末 

電話 087-832-3269   

FAX 087-806-0206 
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介護サービス情報の公表システム 

（介護サービス事業者入力ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

クリック 

ID、パスワードを入力

し、サービスを選択し

てログイン 

15



 

 

介護サービス情報の公表システム 

（利用者等向けページ） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

クリック 
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今後の介護サービス情報の公表制度について 
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